
｢ひょうご産業ＳＤＧｓ認証事業｣とは

大企業を中心にSDGs の取組が広く浸透する中、SDGsへの対応が遅れ
る中小企業は、サプライチェーンの取引から排除され

る等のリスクが高まっています。

兵庫県では「ひょうご産業ＳＤＧｓ推進宣言事業」

における宣言企業のステップアップを促進するため、

一定の要件を満たす宣言企業を県が評価・認証する

「ひょうご産業ＳＤＧｓ認証事業」を実施しています。

ひょうご産業ＳＤＧｓ認証事業

第３回募集 令和６年５月27日(月)～６月17日(月) 

《ひょうご産業ＳＤＧｓ認証事業の概要》

対 象 者 ひょうご産業ＳＤＧｓ推進宣言企業

応募要件 ① ﾁｪｯｸｼｰﾄによる自己評価を実施(SDGsに関する全30項目)
② 5年以内に目指す目標を3つ設定し、達成に向けた具体的
な取組を明確化

③ひょうごSDGs Hubへの参画

認証区分 スタンダード（ﾁｪｯｸｼｰﾄ 10項目以上）、アドバンスト（20
項目以上）、ゴールド（25項目以上）の３段階

※社会・経済・環境の各区分について、1つ以上の実施項目が必要

審 査 県が設置する審査会において審査
※ｺﾞｰﾙﾄﾞは独自性のある取組について審査会でﾌﾟﾚｾﾞﾝを実施

認証期間 ３年間 進捗報告 年１回取組状況の報告が必要

SDGs認証事業SDGs推進宣言事業

中小企業のための

【認証ロゴマーク】



《申請方法等について》

募集期間 令和６年５月27日(月)～６月17日(月)  

申請方法 ホームページの電子申請システムより申請してください

※電子申請ができない方は、下記の書類をレターパック(当日消印

有効)、又は持参により提出してください。

①申請書(様式第1号)

②チェックシート(様式第2号)
③目標設定シート(様式第3号) 
④ (ゴールドに申請する場合のみ)SDGsに関する独自性のある
取組シート(様式第4号)、

⑤添付書類（すべてA4サイズとしてください）
※様式はホームページからダウンロードできます。
※申請書は必ずエクセルやワードで作成してください。
（手書きの申請書は受け付けられません）

【郵送・持参の場合の提出先】
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-4

(公財)ひょうご産業活性化センター成長支援課 SDGs担当

【問い合わせ先】
経営推進部成長支援課 ：078-977-9117
E-mail：sdgs@staff.hyogo-iic.ne.jp

ひょうご産業SDGs 検索
事業の詳しい情報はこちらからご覧く
ださい。（センターのホームページ）https://web.hyogo-iic.ne.jp/sdgs/about_n

認証企業のメリット

認証区分 メリット

(a)大規模展示会への優先出展支援

(b)合同企業説明会への優先出展

(c)学生による企業のSDGs取組PR動画作成

※(a)～(c)のうちいずれか一つ

(d)兵庫県信用保証協会による社債発行
の際の保証料率の割引（平均25％割引）

(e)知事名による認証書を交付
(f)中小企業融資制度に、低利融資メニュー｢SDGs支援貸付｣を創設

（貸付利率0.9％、保証料率20％割引）

※(e)と(f)の両方

スタンダード
ステージ
★

アドバンスト
ステージ
★★

ゴールド
ステージ
★★★

上位の認証区分に対しては、
それより下位区分のインセ
ンティブについても付与
(例)ゴールドには、アドバン

ストとスタンダードのイ
ンセンティブも付与
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